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一人で悩まずご相談ください

人権擁護委員が、
皆さんの問題解決のお手伝いをします。

いじめや体罰、虐待、差別、プライバシー侵害などで悩んでいませんか？
人権擁護委員は、地域の皆さんからの人権に関する相談に応じる「あなたの街の相談パートナー」
です。相談は無料で、相談内容の秘密は守ります。

人権擁護委員は、法務大臣から委嘱された民間の人たちです。
地域の皆さんからの人権相談を受け、問題解決のお手伝いをしたり、人権侵害の被害者を救済
したり、地域の皆さんに人権について関心を持ってもらえるような啓発活動を行っています。

名古屋法務局・愛知県人権擁護委員連合会

名古屋法務局	 人権擁護部	 名古屋市中区三の丸2丁目2－1	 ☎︎052－952－8111
	 春日井支局	 春日井市鳥居松町4丁目46	 ☎︎0568－81－3210
	 津 島 支 局	 津島市西柳原町3丁目10	 ☎︎0567－26－2423
	 一 宮 支 局 	 一宮市公園通4丁目17－3	 ☎︎0586－71－0600
	 半 田 支 局 	 半田市東洋町1丁目12	 ☎︎0569－21－1095
	 岡 崎 支 局 	 岡崎市羽根町字北乾地50－1	 ☎︎0564－52－6415
	 刈 谷 支 局 	 刈谷市若松町1丁目46－1	 ☎︎0566－21－0086
	 豊 田 支 局 	 豊田市常盤町1丁目105－3	 ☎︎0565－32－0006
	 西 尾 支 局 	 西尾市熊味町南十五夜60	 ☎︎0563－57－2622
	 豊 橋 支 局 	 豊橋市大国町111	 ☎︎0532－54－9278
	 新 城 支 局 	 新城市字八幡11－2	 ☎︎0536－22－0437

みんなの人権110番
0570－003－110

子どもの人権110番
0120－007－110

女性の人権ホットライン
0570－070－810

●電話相談

●窓口相談　最寄りの法務局内の各人権擁護委員協議会へどうぞ!


